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令和２年第２回東海村議会定例会行政報告等要旨 
 

令和２年６月１日 

 

令和２年第２回東海村議会定例会の開会に当たり，行政報告等

を申し述べさせていただきます。 

 

はじめに，「村道小松原笠内線の全線開通」についてでございま

す。 

フローレスタ須和間とひたちなか市の県道瓜連馬渡線までを結

ぶ村道小松原笠内線の延伸につきましては，ひたちなか市と協定

を締結し，平成２２年度から工事に着手して整備を進めてきたとこ

ろでございます。 

去る３月２８日に全線が開通したことにより，周辺道路の渋滞緩和

はもとより，災害時の避難道路の確保のほか，村民の利便性向上

が図られるなど，この道路が周辺地域の発展に大きく寄与すること

を期待しているところでございます。 

今後も，交通ネットワークの強化を図ることにより，安全で快適な

生活の確保に努めてまいります。 

 

次に，「けやきの杜保育所の開所」についてでございます。 

待機児童の早期解消と将来において必要となる保育の量を確

保するための緊急対策といたしまして，昨年８月から役場庁舎の敷

地内に整備を進めてまいりました「けやきの杜保育所」が完成し，去

る５月１日に新しい村立保育所として開所いたしました。 
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現在，定員９３人のところ３２人が入所しておりますが，引き続き保

護者の皆さまの入所希望を踏まえながら，積極的に受け入れをし

てまいりたいと考えております。 

また，本年４月に開所いたしました民間の小規模保育施設「キラ

ラ東海ナーサリー」につきましては，定員１９人のところ既に１８人が

入所しております。 

今後とも，これらの施設を活用しながら，需要が高まる保育ニー

ズに応え，子育て世代を全力でバックアップしてまいりたいと考え

ております。 

 

それでは，行政報告の案件を申し上げます。  

 

報告第４号から報告第７号の寄附の受入れにつきましては， い

ずれも新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，報告第４号は，

アール設計 代表 馬場
ば ば

 司
つかさ

 氏及び ばりゅう工房 代表 馬場
ば ば

 

隆司
り ゅ う じ

 氏から，フェイスシールド４３個の寄附の申出が，報告第５号

は，東海那珂ロータリークラブ 会長 伊藤
い と う

 幸司
こ う じ

 氏から，不織布

マスク２，５５０枚及び除菌水３０リットルの寄附の申出が，報告第６号

は， 株式会社Ａ
エ

－
ー

スタイル
ス タ イ ル

 代表取締役 遠藤
えんどう

 博
ひろし

 氏から，不

織布マスク２８，０００枚の寄附の申出が，報告第７号は，東海村手

作りマスクＰＲＯＪＥＣＴ
プ ロ ジ ェ ク ト

 代表世話人 川
かわ

﨑
さき

 敏
と し

秀
ひで

 氏から，手作り

布マスク１，３９３枚の寄附の申出があり，これを受け入れましたので，

議会に報告するものでございます。 
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報告第８号 令和元年度東海村一般会計継続費繰越計算書に

つきましては，令和元年第４回及び令和２年第１回定例会で議決を

いただきました令和元年度継続費予算現額１億３，８６２万４千円に

つきまして，１５万７，１００円を令和２年度へ逓次繰り越しましたので，

地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により報告するものでござ

います。 

 

報告第９号 令和元年度東海村一般会計繰越明許費繰越計算

書につきましては，令和２年第１回定例会で議決をいただきました

繰越明許費４億９８万６千円につきまして，３億８，６３８万３千円を令

和２年度へ繰り越しましたので，地方自治法施行令第１４６条第２項

の規定により報告するものでございます。 

 

報告第１０号 令和元年度水戸・勝田都市計画事業東海駅西土

地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書につきましては，

令和２年第１回定例会で議決をいただきました繰越明許費３００万円

につきまして，全額を令和２年度へ繰り越しましたので，地方自治

法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものでございます。 

 

報告第１１号 令和元年度水戸・勝田都市計画事業東海中央土

地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書につきましては，

令和２年第１回定例会で議決をいただきました繰越明許費 

２億１，５１４万９千円につきまして，全額を令和２年度へ繰り越しまし

たので，地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するも

のでございます。 
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報告第１２号 令和元年度東海村一般会計事故繰越し繰越計算

書につきましては，令和元年度中に３７万２，９００円の支出負担行

為を行いました中央公民館施設修繕料につきまして，新型コロナウ

イルス感染症の影響で資材入荷の遅延が生じ，年度内完成が見

込めなかったため，全額を令和２年度へ繰り越しましたので，地方自

治法施行令第１５０条第３項の規定により報告するものでございます。 

 

報告第１３号 令和元年度東海村下水道事業会計予算繰越計

算書につきましては，建設改良に要する経費のうち，１億１，０５５万８

千円を令和２年度へ繰り越しましたので，地方公営企業法第２６条

第３項の規定により報告するものでございます。 

 

以上で行政報告といたします。 


